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ラ イ ト 4 （フォー）運 動
高めよう！栃木の交通マナー

マナーアップ！あなたが主役です！

『 栃 木 県 警 察 の 重 点 取 組 』

① こどもと高齢者の交通事故防止

② 飲酒運転等の根絶

③ 自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

④ 「ライト４（フォー）運動」、「原則ハイビーム」の推進と反射
材用品等の着用促進

日没時間も早まり，発見が遅れての歩行者，自転車の交通事故が増加して
います。そのため，栃木県警察では、１６時だよ！全員点灯！をキャッチフレー
ズに「ライト４運動」を実施しています。（１０月～２月）

「ライト４運動」って何？

ドライバーの皆さんに１６時になったら，前照灯を点灯
し，歩行者や自転車の早期発見に努め、交通事故の防止
を図っていただく活動のことです。
歩行者の皆さんも夜間出歩く際は、明るい服装や反射材
を着用し、交通事故に遭わないよう注意しましょう！

車上ねらいが多発！
宇都宮市内では、無施錠の車やドア窓を開けっ放しの車、

特に工事業者の車を狙う車上ねらいが多発しています。
・ちょっとの間だから鍵はいいや。
・近くに居るから大丈夫だろう。
・盗まれることはないだろう。

と思っていませんか？
少しの油断で犯罪被害に遭ってしまいます。
車内には、金品やバックなど置かないこと。
常日頃から車を離れる際は、必ず鍵を掛ける習慣を身に

付けて犯罪防止に努めましょう。
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